
第 70号 議 案

令和 4年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算 (第 1号 )

令和 4年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算 (第 1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,650,900千 円を追加し、歳人歳出予算の総額を歳人歳出それ

ぞれ5,732,704千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の秋項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表

歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第 2条 地方債の変更は、「第 2表地方債補正」による。

令 和 4年 6月 6日 提 出

長 崎 県 知 事 大 石 賢 吾
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第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳  出

款 頂 補正前の額 補 正 額 計

(港湾施設整備事業勘定 )

千
「

3,349,893

千門

1,650,900

千円

5,000,793

6県   債 2,093,100 1,650,900 3,744,000

1県   債 2,093,100 1,650,900 3,744,000

歳 入 合 計 4,081,804 1,650,900 5,732,704

款 頂 補正前の額 補 正 額 計

(港湾施設整備事業勘定)

千円

3,349,893

千円

1,650,900

千円

5,000,793

1土 木 費 3,349,893 1,650,900 5,000,793

1港 湾 費 2,062,372 1,650,900 3,713,272

歳 出 合 計 4,081,804 1,650,900 5,732,704
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第 2表 地方債補正

起 債 の 目 的
補  正  前 補  正  後

限 度 額 起債の方法

債券禿行又

は普通貸借

(借入先 )

財務省、地

方公共団体

金融機構、

銀行その他

(借入時期 )

令和 4年度c

ただし、工

事その他の

都合により、

その全部又

は一部をヨ

年度に繰延

べ借入れす

ることがで

きる。

利率

年利

50%

以内

(た

だし、

利率

見直

し方

式で

借 り

入れ

る資

金に

つい

て 、

利率

の見

直 し

を行

つた

後に

おい

ては、

当該

見直

し後

の禾け

率)

償還の方法

借人時期か

ら30年以内

(う ち据置

期間 5年以

内)におい

て元利均等

又は元金均

等などの償

還の方法に

よる。ただ

し、本県財

政の都合に

より、繰上

償 還 を な

し、又は償

還年限を短

縮し、若し

くは借換え

をすること

ができる。

限 度 額 起債の方法

補正前に同

じ。

利率 償還の方法

港 湾施 設整備 費
千円

2,093.100
千円

3,744,000 補正

前に

同じ。

補正前 に同

じ。

計 2,093,100 3,744,000
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第 71号 議 案

令和 4年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算 (第 1号)

令和 4年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算 (第 1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,195千 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

155,106,886千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表

歳入歳出予算補正」による。

令 和 4年 6月 6日 提 出

長 崎 県 知 事  大  石  賢  吾
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第 1表 歳入歳出予算補正

蔵 .入

歳 出

款 頂 補正前の額 補 正 額 計

2国庫支出金

2国庫補助金

歳 入 合 計

千
「

45,168,689

千
「

5,195
千円

45,173,884

16,867,582

155,101,691

5,195 16,872,777

5,195 155,106,886

款 頂 補正前の額 補 正 額 計

l生活福祉費

千
「

155,101,691

千
「

5,195

千円

155,106,886

1社会福祉費 155,101,691 5,195 155,106,886

歳 出 合 計 155,101,691 5,195 155,106,886
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